
第一九五回 

衆第七号 

   特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律を廃止する法律案 

 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律（平成二十八年法律第百十五号）は、

廃止する。 

   附 則 

 この法律は、公布の日から施行する。 



     理 由 

 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律を廃止する必要がある。これが、この

法律案を提出する理由である。 


